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１ 業務の内容 

  愛媛県立新居浜病院診療棟及び管理棟において、売店及び自動販売機を設置し運営

する。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 位 置 

 ① 診療棟（新居浜市本郷三丁目１番１号） 

   １階～６階 

    売店エリア               57.85 ㎡ 

    自動販売機１階エリア①         6.19 ㎡ 

（紙カップ飲料自動販売機１台・飲料自動販売機１台・食品自動販売機１台） 

    自動販売機２階エリア②          1.19 ㎡（飲料１台） 

    自動販売機３階エリア③            1.31 ㎡（飲料１台） 

    自動販売機４館エリア④            2.61 ㎡（飲料２台） 

    自動販売機５階エリア⑤            1.31 ㎡（飲料１台） 

    自動販売機６館エリア⑥            1.31 ㎡（飲料１台） 

    マスク自動販売機エリア （１階２箇所）  0.40 ㎡（マスク２台） 

② 管理棟（新居浜市本郷三丁目１番１号） 

自動販売機２階エリア⑦（医局付近）    1.31 ㎡（飲料１台） 

自動販売機３階エリア⑧（総務課付近）   1.30 ㎡（飲料１台） 

計                  74.78 ㎡ 

 

 (3) 平面図 

   別添図面参照のこと。 

 

３ 営業内容 

 (1) 売 店 

  ① 販売品目 

   ア 当該業務を運営する事業者（以下「事業者」という。）に一任する。なお、病

院からの要望があった場合は検討を行うこと。 

   イ 酒類・タバコ・風俗販売など、病院内での販売が不適切と判断されるものは

禁止とする。 

  ② その他サービス提供条件（事業者と調整） 

   ア 郵便切手、印紙等の取扱い、公共料金の支払い及び宅配便などの取次サービ

スを可能な限り実施すること。 

   イ クレジットカード及び電子マネーでの支払いを可能とすること。 

   ウ 入院患者向けに必要な物品を、セット化しレンタル可能とすること。 
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  ③ 営業時間 

    営業日及び営業時間は原則として次のとおりとするが、事業者の提案により、

拡大・縮小することも可能とする。なお、営業日及び営業時間は提案書の内容を

基本とするが、病院が必要と認めた場合は拡大または縮小を依頼することがある。 

   ア 営業日   年中無休（年末年始は別途協議） 

   イ 営業時間  午前８時から午後７時（平日） 

           午前９時から午後５時（土曜日・日曜日・祝日） 

 (2) 自動販売機 

  ① 販売品目 

    事業者に一任する。ただし、次に掲げる事項に配慮すること。 

   ア 診療棟１階自動販売機（１台）は脱水症状への対策として経口補水液を取

り扱うこと。 

   イ 診療棟１階自動販売機エリアに設置する自動販売機は「カップ式自動販売機」   

を含め、無料の薬湯を提供すること。 

   ウ 診療棟１階自動販売機（１台）は売店閉店時間帯への対応として、食品を取   

り扱うこと。 

エ 診療棟１階自動販売機（２台）においては、マスクを取り扱うこと。 

４ 経費負担 

  次に掲げる項目を徴収する。 

 (1) 貸付料（年額） 

 (2) 光熱水費（月額）（水道代・電気代） 

    計量器により、毎月最終営業日に病院職員が計量し、事業者へ請求する。 

 

５ 運営上の基本条件 

 (1) 工事担当区分 

  ① 店内の内装及び設備工事にともなう費用負担については、別添資料Ａによる。

事業者において工事を行う場合は、あらかじめ書面により病院の許可を受けたう

えで着手すること。 

② 自動販売機の故障等が発生し苦情が生じた場合は、売店開店時間内は売店職員

が苦情を聞き、対応すること。閉店時間帯においては運営業者又は自動販売機メ

ンテナンスサービスに連絡できるよう自動販売機に連絡先を記載したものを貼

り付けること。 

  ③ 事業者において行う工事の計画においては、照明、看板等の色彩及び配置等は

病院としての景観を損なわないよう配慮をするとともに、省エネルギーにも努め

ること。 

  ④ 売店運営開始後の備品の更新、店舗内の内装及び設備の維持管理、改修及び修



4 
 

繕等は、病院の承認を得たうえで事業者の負担により実施すること。 

 (2) 遵守事項 

  ① ゴミ（空き缶、弁当容器等）の回収ボックスを設置し、事業者により適正に処

分すること。また、運営に伴い発生するその他の廃棄物についても、事業者によ

り処分することとする。 

  ② 食品衛生法、病院管理上の諸規則その他法令など規則等を遵守すること。また、

売店等の営業に伴い必要となる諸官庁への届出等については、すべて事業者の負

担において行うこと。 

  ③ 売店等の販売商品や自動販売機に係る故障、問い合わせ、苦情等については、

事業者の責任において、迅速に対応すること。 

  ④ 販売品目については、定期的にアンケート等を実施し、サービス向上に努める

こと。 

  ⑤ 従業員は、清潔感ある身なり（名札必須、ユニフォーム着用が望ましい。）で業

務にあたるとともに、常に良好なサービス提供を行うこと。また、事業者は、積

極的に接遇研修の実施に努めること。 

  ⑥ 院内感染防止の観点から、従業員の健康診断及び当院の指定する予防接種を義

務づけること。 

  ⑦ 商品等の搬入時間及び経路は病院の指示に従うこと。 

  ⑧ 従業員の駐車場は病院から指定された場所を使用すること。 

  ⑨ 契約施設内の清掃及び衛生管理は事業者が行うこと。 

  ⑩ 病院が行う設備点検や設備改修工事に協力し、必要な対応は事業者が行うこと。 

  ⑪ 決算後、速やかに当院への年間の収支等を報告すること。 
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別添資料 A 

工事担当区分 

〇：該当 

－：該当無 

 

病院 事業者 特記事項

1 仮設工事 〇（県側工事に伴うものに限る。） 〇

2 内装工事（天井）
○'軽量鉄骨天井下地+化粧石膏
ボードｔ95

－

3 内装工事（床） 〇ビニル床シート（ノーワックス） －

4 内装工事（壁） 〇ビニルクロス+ソフト巾木60 －

5
カーテン、カーテンレー
ル、ブラインド

－ 〇（任意工事）

6 サイン・雑工事 － 〇（任意工事）
県工事総合案内版
に【売店】記載

7 造り付家具工事 － 〇（任意工事）

8 照明器具

〇ｉＤシリーズ直付型４０形
Ｗ１５０　６９００ｌｍタイプ×15か所
〇ＬＥＤダウンライト
グレアレス　１５０形×２か所

－

9 動力設備工事

〇１次側工事
分電盤：３φ３Ｗ２００Ｖ２２５ＡＴ
手元開閉器・メーター共
○2次側工事
空調用動力分電盤

〇左記以外の2次側
工事

10 電灯設備工事

〇１次側工事
1φ３Ｗ100V/２００Ｖ１２５ＡＴ
手元開閉器・メーター共
コンセント：単相100V　４回路
音響装置用カットリレー　１か所

〇2次側工事

11 電話設備
〇メタル回線×１回線
一般固定電話共

－

12 通信工事 〇PF28空配管１口×２か所

○回線引込工事
〇構内配線工事
〇２次側工事
○プロバイダー等契約

13 給排水設備工事

〇１次側
給湯給水バルブ止め×２か所
給水バルブ止め×２か所
各排水、給湯給水計量メーター共

○2次側設備
衛生器具設置
給排水接続

14 空調設備工事
〇セット型式　PLZX-ERP280EV
（室内機２台、室外機１台）

－

15 〇法定設置基準まで －

16 － 〇什器・備品工事

工事内容

建
築
工
事

電
気
設
備
工
事

機
械
設
備
工
事

非常用設備、避難誘導設
備、消防設備


